
予約不要

予約要

市 民 法 律 相 談

弁護士による
日曜法律相談

弁護士による
ナイター法律相談

と　き ところ 定　員 申込み・問合せ

2月28日（日）
9：30～13：30

2月24日（水）
18：00～21：00
（受付は20：00まで）

鶴見区役所
（鶴見区横堤5-4-19）
中央区役所
（中央区久太郎町1-2-27）
生野区役所
（生野区勝山南3-1-19）
福島区役所
（福島区大開1-8-1）

北区民センター
（北区扇町2-1-27）

各会場16名
（先着順）

40名
（当日先着順）

2月25日（木）、26日（金）
9：30～12：00
予約専用電話a6208-8805

大阪市総合コールセンター
a4301-7285　b6644-4894

大阪市総合コールセンター
a4301-7285　b6644-4894

相　談

城東区役所での専門相談 予約要 相談無料 市民対象

相談無料 市民対象

相談無料 市民対象

予約不要

予約要

経営相談

行政相談

と　き ところ・内容 申込み・問合せ

随時
平日9：00～17：00

下記問合せ先まで
ご希望の日時・場所をお知らせください。

区役所総務課（総合企画）
a6930-9937　b6931-9999

当日先着順（受付は15：00まで）
区役所総務課（総合企画）

a6930-9683　b6931-9999

各　種　相　談

²区役所 １階相談室
8国の行政活動全般に関する苦
情や相談

相談場所は①城東区役所 ②大阪商
工会議所東支部（都島区東野田町4-6
-22 ニッセイ京橋ビル2階） ③申込
者の事業所から選択できます。

第2・4水曜日 24名
第3水曜日　 16名
（相談時間：一人30分以内）

（先着順）}弁護士による相談

司法書士による
相談※1

行政書士による
相談※2

と　き 定　員 ところ・申込み・問合せ

2月10日（水）、17日（水）、
24日（水） 13：00～17：00
（毎月第2・3・4水曜日）

2月3日（水）、3月2日（水）
13：00～16：00
（毎月第1水曜日）

2月16日（火） 13：00～16：00
（偶数月第3火曜日）

8名
（相談時間：一人45分以内）

8名
（相談時間：一人40分以内）

²区役所 1階相談室

相談日当日9：00より電話受付
予約専用電話a6930-9097

区役所総務課（総合企画）
a6930-9683　b6931-9999

※本来2月9日（火）が相談日となりますが、2月18日（木）に変更となります。

「相続登記特別相談会」
相続による土地・家屋の名義変更など、相続に関する相談
¹2月12日（金） 13：00～16：00
412名（相談時間：一人45分以内）

2月18日（木）※
13：00～16：00
  毎月第2火曜日
  ※祝日の場合は休み（　　　　　　　　  ）

※1 不動産登記、相続、成年後見などのご相談　※2 遺言や相続などの書類作成や手続きのご相談
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